
長与町立児童館児童厚生員募集要領 

職 種 長与町立児童館児童厚生員 

職 務 内 容 

児童館において、児童の健全育成を目的とし、次の業務を行う。 

1. 児童に対する遊びの指導及び活動支援 

2. 児童の安全管理 

3. 行事等の企画立案及び運営 

4. 保護者からの相談対応 

5. 施設の管理・運営 

6. 事務処理（簡単なパソコン作業） 

7. その他、児童館運営に関し必要な業務 

募 集 人 員 １名 

募集受付期間  令和８年３月３１日（火）１７時まで 

応 募 資 格 

平成１８年４月１日以前生まれの者で、次の１又は２の条件を満たす者。 

１．母子指導員の資格を有する者（次の①から③のいずれかに該当する者） 

① 厚生労働大臣の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校、その他の養成 

施設を卒業した者 

② 保育士の資格を有する者 

③ 学校教育法の規定による高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による 

１２年の学校教育を修了した者、又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を

有すると認定した者であって、２年以上、児童福祉事業に従事した者 

２．学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校若しくは中等教育 

学校の教諭となる資格を有する者 

応 募 方 法 

次の①から③の書類を長与町役場こども政策課へ、募集期間内に提出してください。 

①  長与町立児童館児童厚生員採用試験受験申込書（兼 面接カード） 

②  写真（３㎝×４㎝） ※①に貼り付けてください。  

③  資格・免許等を証する書類（写し） 

 

採 用 試 験 日 
令和８年４月初旬～中旬（予定）長与町役場  

※後日、申込者に日時・場所の詳細を連絡いたします。 

試 験 内 容 面接試験 

雇 用 条 件 

雇 用 期 間 令和８年５月１日（予定）～令和９年３月３１日（更新あり） 

勤務日・時間 
月～土曜日のうち週５日間 

９時４５分～１７時１５分まで  ※祝日・年末年始を除く。 

勤 務 場 所 町内の各児童館 

報 酬 等 １９９，２７７円（月額）、期末・勤勉手当（年２回）、通勤手当 

休 暇 有給休暇、夏季休暇 など 

保 険 等 健康保険、厚生年金及び雇用保険 

採 用 予 定 日 令和８年５月１日 ※事前に研修を行う場合があります。 

【お問い合わせ先】長与町役場 こども政策課 子育て支援係 ℡095-801-5886（直通） 

※①はこども政策課にあります。こちらからダウンロードもできます⇒⇒ 


